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１ 日高市立図書館の概要 
 

（１）名  称  日高市立図書館 

（２）所 在 地  〒350-1231 埼玉県日高市大字鹿山 370 番地 20 

                           ＪＲ高麗川駅から徒歩７分 

                           電話 042(985)5121 FAX 042(984)1081 

              E-mail tosyokan@city.hidaka.lg.jp 

（３）市の面積  ４７.４８k㎡ 

（４）人  口  ５４，０３７人（令和７年４月１日現在） 

               男  ２６，８５０人    女  ２７，１８７人 

（５）世 帯 数  ２５，３４０世帯（令和７年４月１日現在） 

（６）ホームページ https://lib-hidaka.saitama.jp/ 

 

１－１  沿 革 

昭和５７年 ４月  日高町立図書館開館（土曜日のみ開館） 

昭和５８年 ４月   図書館専任職員１人配置 

         ５月   開館日を火・木・土曜日に変更 

昭和５９年 ６月   移動図書館を庁用ライトバンで運行開始 

移動図書館駐車場 10 か所 

昭和６０年 ５月   開館日を火・木・土・日曜日に変更 

           ７月    移動図書館車を購入「かわせみ号」と命名 

移動図書館駐車場 21 か所（11 か所増） 

昭和６１年 ４月    職員１人増員 専任職員２人で図書館運営 

           ５月    開館日を火～日曜日に変更 

           ７月    移動図書館駐車場 31 か所（10 か所増） 

昭和６２年 ５月    配本連絡車開始 町内公民館及び地域文庫に定期配本 

          巡回 

           ９月    新館の設計開始 

昭和６３年 ３月    新館の設計終了 

４月    専任館長１人 職員２人増員 

 ８月    新館建設工事着工 

平成 元年 ４月    係長１人 職員１人増員 計７人 

 ５月    新館完成 

 ８月    新館開館（12 日） 

                    生涯学習センター式典及び記念事業 
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                    （旧図書館は分室） 

                    図書館電算システム導入 

平成 ２年 ４月    移動図書館駐車場 22 か所（９か所減） 

                    視聴覚ライブラリーの貸出業務を図書館で開始 

          １２月    国立国会図書館の図書館間貸出制度に加入 

平成 ３年 ４月    利用者端末機設置 

            ５月    職員１人増員 計８人 

          １０月    市制施行 

平成 ４年 ３月    分室廃止 施行規則改正 

            ４月    視聴覚ライブラリー業務が図書館に移管 

            ６月    対面朗読サービスの開始 

平成 ５年 ３月    リサイクル図書コーナーの設置 

            ５月    洋書コーナーの設置 

          １０月    移動図書館車の更新 

平成 ６年 ２月    漫画コーナーの設置 

            ４月    職員１人増員 計９人 

                    飯能市との広域利用（試行）の開始 

          １０月    楽譜コーナーの設置 

平成 ７年 ４月    職員１人増員 計 10 人 

          １０月    図書館電算システムの更新 

平成 ９年 ７月    川越都市圏内（川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・川島町

          ・毛呂山町及び越生町）公立図書館の相互利用の開始 

平成１０年 ４月    職員１人減員 計９人 

平成１１年 ４月    個人貸出の館外利用を５冊以内から 10 冊以内に変更 

１０月  早稲田大学所沢図書館が地域開放 

          （所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市の５市民へ） 

              移動図書館駐車場 11 か所（11 か所減） 

平成１２年 ３月  「布の絵本」の貸出し開始 

            ４月  市史編さん業務が図書館に移管 

埼玉女子短期大学図書館が日高市民に開放 

            ６月  日高市立図書館での市刊行物（市史）の販売開始 

          １０月    図書館電算システムの更新 

平成１３年 ４月    職員１人減員 計８人 

国民の祝日の臨時開館開始（日曜日と重なる日のみ） 

            ９月    図書館ホームページ開設 

平成１４年 ４月    係長１人増員 職員１人減員 計８人 
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                    移動図書館駐車場 10 か所（１か所減） 

            ７月  インターネット閲覧専用端末２台設置 

     １２月  開館時間延長の開始（試行）（毎週水曜日のみ、午後６時ま

で） 

平成１５年 ４月    職員１人増員 計９人 

          職員の勤務時間一部変更（開館時間延長の当番は１時間時差

出勤） 

          移動図書館駐車場 ９か所（１か所減） 

                    ブックスタートの開始（保健相談センターの４か月児健康診

査時） 

平成１６年 ３月  日高市子ども読書活動推進計画（第１次）を策定 

４月    開館時間の一部変更 

（水曜日は午前９時から午後６時まで） 

                    移動図書館駐車場 11 か所（２か所増） 

          １０月    飯能市日高市図書館広域利用協定の締結 

平成１７年１０月  図書館電算システムの更新 

平成１８年 ４月    移動図書館駐車場 ９か所（２か所減） 

１１月  開館時間の変更（試行）（10 日）（火～金曜日は午前９時 3

0 分から午後６時まで、土・日曜日は午前９時 30 分から午後

５時 30 分まで） 

平成１９年 ４月    職員１人減員 計８人 

          開館時間の変更（火～金曜日は午前９時 30 分から午後６時

まで、土・日曜日は午前９時 30 分から午後５時 30 分まで） 

             移動図書館駐車場 ８か所（１か所減） 

      ９月  移動図書館の運行廃止 

     １０月  インターネットによる貸出予約及び蔵書検索開始 

１１月  城西大学水田記念図書館と相互協力の締結 

平成２０年 ４月  職員１人減員 計７人 

平成２２年 ４月  読書活動優秀実践図書館として、文部科学大臣表彰受賞 

     １０月  図書館電算システムの更新 

平成２４年 ３月  日高市子ども読書活動推進計画（第２次）を策定 

平成２５年 ７月  モバイルサイトを開設 携帯電話からの資料検索可能 

     １１月  ＤＶＤの貸出開始 

平成２７年１０月  図書館サポート事業（雑誌スポンサー制度）開始 

          埼玉教育ふれあい賞受賞 

平成２８年 １月  読書手帳の配布を開始 
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２月  図書館ホームページの更新 

      ４月  職員１人減員 計６人 

      ７月  武蔵高萩駅自由通路に「えきとしょ」を設置 

平成２９年 ２月  図書館電算システムの更新 

      ３月  外壁等改修事業により、外壁をはじめトイレの改修及びエレ

ベータの入替、ウッドデッキ（167.81 ㎡）及びすべり台を新

設 

ＥＳＣＯ事業により、施設全体の照明をＬＥＤ化 

軽トラックを架装した移動図書館車を購入 

      ４月  図書館サービスの拡大 

・開 館 日 休館日（毎月最終月曜日、年末年始、特別整理

期間及び臨時休館）を除き開館 

・開館時間 午前９時から午後７時まで 

・貸出場所 電話又はインターネットによる予約本の受取場

所として各公民館を追加 

・返却場所 各公民館及び武蔵高萩駅返却ポストを追加 

・貸出限度冊数 １人当たり 15 冊（５冊増） 

・本の貸出延長手続 次に予約がある本を除き、電話及びイ

ンターネットを追加 

・移動図書館車による、予約本の配送及び返却本の回収開始 

          窓口等業務委託開始 

          窓口等業務受託者による書籍消毒機の導入 

          職員３人減員 計３人 

      ７月  移動図書館車による貸出開始（１か所） 

      ９月  移動図書館車による団体貸出開始（５か所） 

平成３１年 ２月  移動図書館車の貸出場所を４か所に増設 

      ４月  埼玉県西部地域まちづくり協議会（ダイアプラン）加入に伴

い、５市（所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市）の公

立図書館による相互利用の開始 

令和元年  ７月  移動図書館車の団体貸出を２か所追加、計７か所 

令和２年  ３月  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館 

(３月３日(火)から５月 31 日(日)まで) 

  ４月  川越都市圏内まちづくり協議会脱退に伴い、川越市・坂戸市

・鶴ヶ島市・川島町・毛呂山町及び越生町と公の施設の相互

利用に関する協定を締結し、図書館相互利用を継続 

          窓口等業務委託の更新 
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  貸出限度冊数を 1人当たり 20 冊に変更（５冊増） 

５月  臨時休館中、臨時窓口設置により予約資料の受け渡しのみ実

          施（５月 22 日(金)から５月 31 日(日)までの午前９時～午後

          ５時まで） 

      ６月  図書館再開（対策としてサービスを限定して開館：滞在時間

30 分制限、開館時間を午前９時から午後５時までに短縮等） 

      ７月  制限の緩和（滞在時間 120 分制限に延長、開館時間を通常の

午前９時から午後７時までとする等） 

      ８月  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により図

書除菌機(６冊用)を購入（９月末納品設置） 

令和３年  １月  緊急事態宣言発出に伴い、滞在時間を 120 分から 60 分に短

縮、視聴覚ブースの利用休止 

      ２月  移動図書館車の貸出場所を２か所追加、計６か所 

      ３月  緊急事態宣言解除に伴い、滞在時間を 60 分から 120 分に緩

和、視聴覚ブースの一部利用再開 

      ４月  文化体育館「ひだかアリーナ」に「くりくりとしょ」を設置 

      ５月  セカンドブック事業の開始（市内小学校１年生対象） 

令和４年  ６月  滞在時間の短縮を解除 

     １０月  図書館電算システムの更新 

令和５年  １月  移動図書館車の貸出場所を２か所廃止、計４か所 

      ３月  視聴覚ブースの利用制限を解除 

      ３月  日高市子ども読書活動推進計画（第３次）を策定 

      ４月  窓口等業務委託の更新 

      ６月  移動図書館車の団体貸出を３か所追加、計 10 か所 

      ９月  市立小学校６校（義務教育学校前期課程含む）の児童を対象

とした電子図書館サービスを導入、運用開始 

令和６年  １月  移動図書館車の市立小学校１校への運行を開始 

      ４月  図書館ボランティアおはなしポケット「令和６年度子供の読

書活動優秀実践校・園・図書館・団体（個人）文部科学大臣

表彰」受賞 

      ５月  図書館ブックカフェの開始（年２シーズン実施） 

          図書資料のリクエスト対応の対象者を相互利用に関する協定

を締結している自治体の住民に拡大 

 

１－２  施 設 
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        複合施設    図書館・教育センター・保健相談センター 

                    （総称「日高市生涯学習センター」） 

        構  造    鉄筋コンクリート２階建 

        敷地面積    ９,３５１．４８㎡ 

        延床面積    ３,９２３．８９㎡ （図書館専有部分 １,７８０．４５㎡） 

          １階   図書室［一般書コーナー、郷土・参考図書コーナー、 

                    視聴覚・新聞雑誌コーナー、児童コーナー］、 

               事務室、対面朗読・録音室、コンピュータ室、 

ＢＭ作業室、ＢＭ車庫 

（ウッドデッキ１６７．８１㎡及び駐輪場６７．１０㎡除く） 

          ２階    書庫、視聴覚室、会議室、研修室、学習スペース（６席） 
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２ 令和７年度図書館運営計画 

 

２－１ 基本方針 

日高市立図書館では、第３期日高市教育振興基本計画に基づき、日高市が進

めている生涯学習を市民が生きがいとして見出し、いきいきとした生活が営め

る、生涯にわたる自主的な学習要求に応え、「本との出会い、人との出会い」

を目標に心豊かに市民の生活・文化が向上するための中心施設として図書館活

動を行う。 

 

２－２  重点施策 

(１)  図書館資料の整備・充実 

     ① 一般図書・児童図書の計画的収集 

     ② 配本用図書の充実 

     ③ 参考図書・郷土資料の整備充実 

     ④ 視聴覚資料の整備充実 

     ⑤ 「布の絵本」の製作及び貸出 

 (２)  図書館サービスの充実 

     ① 図書館資料の利用の促進 

     ② 図書館行事の充実 

    ③ 障がい者サービスの推進 

     ④ 図書リサイクルの実施 

     ⑤ インターネットによる情報収集機会の提供 

 (３)  図書館サービス網の充実 

     ① 県立図書館、近隣公共図書館との連携 

     ② 公民館、学校図書館との連携 

③ 病院、院内学級との連携 

④ 埼玉県西部地域まちづくり協議会の５市（所沢市、飯能市、狭山市、入間

市、日高市）での図書館広域利用の推進 

⑤ 川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、毛呂山町及び越生町と公の施設の相

互利用に関する協定による図書館広域利用の推進 

 



２－３　 令和７年度予算（当初予算）

（１）一般会計予算に占める割合 　　　〔単位　千円〕

一般会計 教育費 社会教育費

21,610,000 2,359,233 717,195

100% 10.92% 3.32%

（２）図書館費内訳 　　　〔単位　千円〕

目 節 予算額

  図書館費 報酬 49

報償費 240

旅費 11

需用費 13,889

役務費 831

委託料 74,002

使用料及び
賃借料

6,524

備品購入費 85

負担金、補助
及び交付金

53

95,684

※人件費、施設管理費は含みません。

　

合　　計

　
  需用費における資料費内訳

　　・一般書            5,800
　　・児童書            3,000

　　・雑誌その他        2,882
　　・視聴覚資料        1,000

  窓口業務委託料等

　電算システム等借上料

0.44% 0.06%

備          考

図書館費
資料費

95,684 12,682
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月

1

（○ 録音図書作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・視覚障がい者向け録音図書の作成）　

○ 図書館見学受入・・・・・・・・・・・・・・・・・小学生（義務教育学校前期課程含む）の受入

8

・初級防災講座 対象：親子③防災講座「やってみたい防災【食事編】」

・企画展展示「昭和100年」（１０月～11月）　　　・金曜シネマ、ホリデーヤングシネマ

○ 職場体験受入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中学生（義務教育学校後期課程含む）、高校生、大学生の受入

○ おすすめ本リスト発行・・・・・・・・・・・・・夏・冬の年２回、小学生向けリスト発行・配布

〇 中学生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２月毎にＹＡ展示で紹介した本のリスト、ヤンちゃん通信の発行・配布

○ おはなしポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・毎週水曜日、毎月第１土曜日

○ 新着図書案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・図書展示及びホームページへの掲載（随時）　

○ 配　　　本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公民館図書室等への配本（随時）　

２－４　令和７年度事業計画

事　　業　　内　　容

・図書館子どもウィーク企画展示「写真で楽しむ絵本の世界」

・児童、親子向け講座「図書館あそびのひろば～こいのぼりのネックレスをつくろう」

・ぬくぬく「わらべうたであそぼう」

○ 学校訪問（おはなし会、ﾌﾞｯｸﾄｰｸ） ・・市内各小学校、中学校、義務教育学校へ

・企画展示児童向け「夏のおでかけ」、YA向け「武蔵台小中一箱本棚 PART1」

・企画展示一般向け「呑んで、食べて、秋を愉しむ」（～９月迄）、児童向け「のりもののひみつ」

3

定例行事等

・図書館あそびのひろば　　　・金曜シネマ、ホリデーシネマ

○ 一般展示・・・・・・・・・・・・･・・・・・・・・・各種文学賞、時事テーマ等（随時）　　

〇 ＹＡ展示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２月毎にテーマを決めて本の展示

○ テーマ展示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・話題の事柄や季節、行事にちなんだ本の展示（随時）

・一般向け文化講座①「今のどきの子の名前の漢字～『陽葵』『蒼空』はキラキラネーム？」

・一般向け文化講座②SDGs関連講座「埼玉県における希少生物の現状」

・金曜シネマ、ホリデーシネマ

・図書館まつり　　　・金曜シネマ、きっず★シネマ　　　・ビブリオバトル～大人の陣～

・企画展示一般向け「発達障がいの気づきと可能性」、児童向け「ともだち」「おなかすいた～」

・大人のためのおはなし会

・図書館あそびのひろば　　・金曜シネマ、終戦記念シネマ　　・ビブリオバトル2025夏の陣

・ちょっぴりこわいおはなし会、こわ～いおはなし会　　・インターンシップ受入れ

6

・児童向け講座①「読書感想文書き方講座」  ・調べ学習支援「調べる広場 奥付を見て本を紹介してみよう」

・かがくあそび「虹色の球を作ってあそぼう」　　　・金曜シネマ、きっず★シネマ

・図書館あそびのひろば　・金曜シネマ、ホリデーシネマ　・ボランティア養成講座 全５回（６月、７月）

4

・企画展示児童向け「虫はかせになろう」　　　・金曜シネマ

・ウッドデッキにブックカフェを開設、ウッドデッキ読書会　　・キャンドルナイトおはなし会

・企画展示一般向け「傷ついた本たち」、児童向け「雨のじかん」「みんなのヒーロー」

5

・図書館アンケートの実施　　　・ブックカバーフェア　　　・図書館で星見会「秋の星の天体観測」
11

9

・児童向け講座②「身近な薬用植物を使ったレジン小物つくり体験」（地域団体との協働）

・企画展おはなしとあそびのひろば　　　・金曜シネマ、ホリデーシネマ
10

12

・一般向け文化講座⑤地域関連講座「埼玉の妖怪」　　　・金曜シネマ　　・健幸ポイント（展示）

・一般向け文化講座⑥「野菜づくりのコツと裏ワザ」　　　・図書館あそびのひろば
2

・企画展示一般向け「あなたの海派？山派？」、児童向け「かがくあそび」「読書感想文お助けコーナー」

・臨時学習室開設（８月迄）

7

・一般向け文化講座④「クリスマスコンサート」　・図書館あそびのひろば  ・金曜シネマ、きっず★シネマ

・ビブリオバトル2025冬の陣　　　・年末謝恩企画「福引大会」　　　・年末年始お役立ち本

・企画展関連イベント（講演会）「三島由紀夫と『昭和』」　　・金曜シネマ、企画展関連映画会
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３ 図書館資料 

３－１ 蔵書数（雑誌は除く） 

 令和５年度末 

蔵書数 

令和６年度 令和６年度末 

蔵書数 受入数 除籍数 

一 

般 

書 

一般図書 127,794 2,921 39 130,676 

参考図書 4,772 51 0 4,823 

郷土資料 6,902 109 0 7,011 

合  計 139,468 3,081 39 142,510 

児 

童 

書 

 

児童図書 59,575 1,380 8 60,947 

紙 芝 居 1,794 40 0 1,834 

布の絵本 137 10 0 147 

パネルシアター 87 5 0 92 

 エプロンシアター 30 0 0 30 

   合  計 61,623 1,435 8 63,050 

図書合計 201,091 4,516 47 205,560 

Ａ 

Ｖ 

資 

料 

カセット 385 0 0 385 

ＣＤ 6,622 53 0 6,675 

ＬＤ 391 0 0 391 

ビ デ オ 595 0 0 595 

 ＤＶＤ 536 23 0 559 

    合  計 8,529 76 0 8,605 

総合計 209,620 4,592 47 214,165 

          ［分類別蔵書構成比］  

 一般書 児童書 

0 総  記  3.80％  0.94％ 

1 哲  学  2.33％  0.62％ 

2 歴  史  6.61％  3.23％ 

3 社会科学  9.79％  3.96％ 

4 自然科学  6.10％  9.71％ 

5 工  業  6.29％  3.03％ 

6 産  業  2.08％  1.57％ 

7 芸  術  6.08％  3.75％ 

8 言  語  1.10％  0.79％ 

9 文  学 29.18％  3.33％ 

参考図書  3.38％ － 

郷土資料  4.92％ － 

絵 本 － 34.35％ 

紙芝居 －  2.91％ 

布の絵本 －  0.23％ 

パネル・エプロンシアター －  0.19％ 

その他 18.34％   31.39％ 

 



№ 保存 № 保存 № 保存

1 ア 1 41 3 81 永

2 イ 3 42 3 82 モ 3

3 ウ 3 43 3 83 メ 永

4 3 44 3 84 ヤ 3

5 3 45 ス 3 85 3

6 エ 3 46 3 86 ユ 3

7 3 47 3 87 3

8 3 48 3 88 リ 3

9 3 49 セ 3 89 3

10 3 50 3 90 レ 3

11 3 51 ソ 3

12 3 52 3

13 オ 3 53 タ 1

14 3 54 3

15 3 55 チ 3

16 カ 3 56 ツつり人 3

17 キ 3 57 テ 3

18 3 58 3

19 ク 3 59 3

20 3 60 ニ 3

21 3 61 3

22 ケ 3 62 3

23 3 63 3

24 コ 3 64 ノ 3

25 永 65 ハ 3

26 3 66 3

27 3 67 永

28 サ 3 68 3

29 3 69 ヒ 3

30 3 70 フ 3 91 カ 永

31 シ 1 71 3 92 コ 永

32 3 72 3 93 永

33 3 73 3 94 永

34 3 74 3 95 永

35 1 75 3 96 永

36 1 76 3 97 タ 永

37 1 77 3 98 チ 永

38 1 78 ホ 3 99 テ 永

39 1 79 3

40 3 80 ミ 3

やさい畑

山と渓谷

ゆうゆう

ユリイカ

ＣＡＰＡ

本の雑誌
ミュージックマガジン

婦人之友

文學界

文藝

婦人公論

現代農業

ジュリスト

Ｖoice

週刊金曜日

プレジデント

週刊東洋経済

週刊新潮

サンデー毎日

陸上競技

旅行読売

歴史街道

中央公論

テルミ

ちいさなかがくのとも

バレーボール

 〈 児童向け 〉 

こどものとも

じゃらん

ＢＥ－ＰＡＬ

週刊文春

文藝春秋

週刊エコノミスト

武道

こどものとも０.１.２

ＣＤジャーナル

たくさんのふしぎ

ＪＴＢ時刻表

こどものとも年少版

こどものとも年中向き

サッカーマガジン

俳句こどもとしょかん

子供の科学

ＣＧ(ｶｰ・ｸﾞﾗﾌｨｯｸ)

福祉（月刊）

サライ

バスケットボールゴルフ･ダイジェスト

ニュートン

日経サイエンス

日本児童文学芸術新潮

かがくのとも

母の友碁ワールド

non・no航空ファン

音楽の友

会社四季報

テアトロキネマ旬報

鉄道ジャーナル

日経パソコン

暮しの手帖

クロワッサン

天文ガイド

群像

ＴＩＭＥオール讀物

短歌

NHK きょうの健康

世界NHK きょうの料理

So-en 　装苑NHK 趣味の園芸

壮快

オレンジページ

スポーツ・グラフィック・ナンバーＳＦマガジン

相撲NHK すてきにハンドメイド

正論

園芸ガイド

新潮潮

ＳＴＯＲＹ美しいキモノ

すばる栄養と料理

AERA 将棋世界

Men's Non-noENGLISH　JOURNAL

小説新潮 ＭＯＥ

小説現代

ウィズ(ｗｉｔｈ)

みんなの図書館

３－２　雑　誌

（１）購  入  雑  誌             (令和７年４月１日現在)

雑　誌　名 雑　誌　名 雑　誌　名
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№ 保存 № 保存

1 3
2 3 24 3
3 3 25 3
4 3 26 3
5 3 27 3
6 3 28 3
7 3 29 3
8 3 30 3
9 3 31 3

32 3
10 永 33 3
11 永 34 3
12 永 35 3
13 永 36 3
14 永 37 3
15 永 38 3
16 永 39 3
17 永 40 3
18 永 41 3
19 永 42 1
20 永 43 3
21 永 44 3
22 永
23 永

№ 保存 № 保存

10 2
11 永

2 サ 永
3 2 12 フ 永
4 シ 2
5 永

13 マ 2
6 ス 2 14 永
7 ト 2 15 ヨ 永
8 ニ日刊工業新聞 2
9 2

№ 保存 № 保存

1 コ 2 2 シ 2

３－４　その他

1 官報 3 厚生福祉 5 さいたま県議会だより
2 4 広報ひだか 6 日高市議会だより彩の国だより

2022.1～

宇宙のとびら

2022.1～

2022.冬～
<郷土資料雑誌>

文芸さやま

文藝おごせ 2009.3～

新　聞　名 所蔵年月日 新　聞　名 所蔵年月日
公明新聞 2022.10～ しんぶん赤旗 2022.10～

日経産業新聞
※縮小版にて永久保存

（２）寄　贈  新　聞

東京新聞 － 読売新聞※ 1987.4～
－

週刊読書人 1987.4.13～ 2023.10～
毎日小学生新聞 －

スポーツニッポン － 毎日新聞※ 1987.4～

産経新聞 － 文化新聞 1981.9～1982.8

Ｊａｐａｎ　Ｔｉｍｅｓ － 1984.4～2023.6

－
1982.4～ 日本経済新聞※ 1988.1～12

埼玉新聞※ 1980.7～ 1990.6～

1 ア 朝日新聞※ 永
1942.1～1955.12 日経流通新聞

３－３　新  聞

（１）購　入  新　聞

新　聞　名 所蔵年月日 新　聞　名 所蔵年月日

ランナーズ 2022.1～響（ヒビキ） 2007.11～
mono（ﾓﾉ・ﾏｶﾞｼﾞﾝ）

飯能ペン 第5号：1996～2012

創刊号：1997.3.1～ News week日本版
2022.1～

2022.1～

波奈美都樹　(ﾊﾅﾐｽﾞｷ） №13：1999.3.25～

2021.冬～文芸はんのう  1号：1981.2.25～ 日経ヘルス
2022.1～

武蔵野ペン 31号：1982.12.1～ 日経マネー
2023.12～

2022.1～文芸埼玉 13号：1975.3.31～ dancyu(ﾀﾞﾝﾁｭｳ)
文芸川越  4号：1984.1～ 日経ソフトウェア

2022.1～35号1974.9.1～81号2012.6 自家用車
2022.1～かわせみ  9号1997.3.31～17号2011.2 ダ・ヴィンチ

 1号：1988.2.29～ サンキュ！
2022.1～194号1982.5.1～600号2016.3 散歩の達人
2022.1～191号：2022.1～ GQ JAPAN

コットンフレンド 2022.夏～
CYCLE SPORTS

2022.1～
2022.1～

ちゃぐりん
2015.春～ 2022.冬～2022.夏皇室 かぞくのじかん

男の隠れ家 2022.1～ｗｉｔｈ　Ｐｅｔｓ
2022.1～ おとなの週末 2022.1～

2022.1～
食品と暮らしの安全

2022.1～ LDK 2024.10～
うかたま 2022.9～

健康３６５

2022.4～2023.9

（２）寄  贈  雑  誌　(登録しているもの)

雑　誌　名 所蔵号数:年月日 雑　誌　名 所蔵号数:年月日
ＥＳＳＥ 2022.1～ <スポンサー雑誌>

＆home
ＭＡＭＯＲ

文芸ひだか
日高路
ひわだの
高麗峠

家の光
2022.1～ 田舎暮らしの本

2022.1～

- 12 -



 

- 13 - 

 

４ 令和６年度図書館利用状況 
 

４－１ 貸出冊数及び貸出者数 
 

（１）全 館 

年度 

貸  出  冊  (点)  数 
 

 

貸出者数

（延） 総 数 
  

ＡＶ資料 図書合計 一般書 児童書 雑誌 

５ 280,042 265,622 164,246 83,873 17,503 14,420 69,722 

６ 266,921 252,533 158,733 77,420 16,380 14,388 68,854 

    ※ＡＶ資料にはＬＤの館内視聴利用数を含む。  ※団体を含む。 

 

 

（２）内 訳 

 

ア 図書館 

 

 

年度 

貸  出  冊  (点)  数 

貸出者数

（延） 

開館 

日数 総 数 

  

ＡＶ資料 
図書合計 一般書 児童書 雑誌 

５ 268,120 253,721 162,499 73,914 17,308 14,399 68,456 343 

６ 256,290 241,922 157,275 68,485 16,162 14,368 67,821 342 

 

 

 

イ  団体貸出 

 

 

年度 

貸  出  冊  (点)  数 

貸出者数

（延） 総 数 

  

ＡＶ資料 
図書合計 一般書 児童書 雑誌 

５ 11,922 11,901 1,747 9,959 195 21 1,266 

６ 10,631 10,611 1,458 8,935 218 20 1,033 
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４－２ 月別貸出状況    
月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

貸 出 

冊 数 
21,047 22,191 23,685 23,523 24,896 21,487 

貸出者 

数(延) 
5,492 5,711 6,029 6,151 6,426 5,520 

月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 合 計 

貸 出 

冊 数 
21,548 20,927 21,759 22,082 19,868 23,908 266,921 

貸出者 

数(延） 
5,908 5,535 5,489 5,608 4,883 6,102 68,854 

 

４－３ 曜日別及び一日平均貸出状況  
曜 日 月 火 水 木 金 土 日 一日平均 

冊 数 676 728 710 581 699 1,010 1,000 777 

    

４－４ 登録者数・利用者数  
 

（１）登録者数（個人・団体）                   ※令和７年４月１日現在 

 

（２）地区別個人利用者数・登録者数            ※令和７年４月１日現在 

地 区 児 童 学 生 一 般 合 計 

高 麗 
185  36 885  1,106  

486  428 11,435  12,349  

高麗川 
495  117  1,689  2,301  

1,065  1,252  19,431  21,748  

高 萩 
420   60  950  1,430  

1,206  1,334  13,480  16,020  

市 外 
53  15  673  741  

119  140  7,716  7,975  

合 計 
1,153  228  4,197  5,578  

2,876  3,154  52,062  58,092  

       ※上段：利用者数 下段：登録者数 

 

※ 利用者数……年度中に一度以上貸し出した者の数 

年 度 
児 童 

0～12 歳 

学 生 

13～18 歳 

一 般 

19 歳～ 
合  計 団  体 

５ 2,954 3,232 51,099 57,285 174 

６ 2,876 3,154 52,062 58,092 176 
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（３）年齢別登録者数（個人）         ※令和７年４月１日現在 

年齢 ０～６ ７～12 13～15 16～18 19～22 

 
男 225 1,169   732   866 1,070 

女 220 1,261   762   794 1,225 

計 445 2,430 1,494 1,660 2,295 

年齢 23～30 31～40 41～50 51～60 61～ 合 計  

男 2,134 3,842  5,180 2,886 7,466 25,570 

女 2,282 4,722  7,161 4,989 9,104 32,520 

計 4,416 8,564 12,341 7,875 16,570 58,090 

      ※個人：市内・広域 

 

 

 

（４）年齢別利用者数（個人）          ※令和７年４月１日現在 

年齢 ０～６ ７～12 13～15 16～18 19～22 

 
男  102  400  54 30  33 

女 123  528  81 63  99 

計 225 928 135 93 132 

年齢 23～30 31～40 41～50 51～60 61～ 合 計  

男  52 118 223 219   934 2,165 

女 116 390 564 384 1,065 3,413 

計 168 508 787 603 1,999 5,578 

※個人：市内・広域 
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４－５ 予約・リクエスト受付件数  

一般書 児童書 ＡＶ資料 合 計 

20,847 1,842 1,010 23,699 

 

   （ 内 訳 ） 

窓 口 
インター 

ネット 
電 話 合 計 

5,433 17,618 648 23,699 

 

 

４－６ 相互貸借冊数  
 

合計冊数 
貸 借 先 内 訳 

県内図書館 国会図書館 他県図書館 

貸出 1,722 1,719 0 3 

借用 2,009 2,003 2 4 

 

 

４－７ レファレンス件数  

口 頭 電 話 文 書 合 計 

3,710 1,014 0 4,724 

 

 

４－８ コピー件数・枚数  

件 数 枚 数 

262 867 
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４－９ 図書館サービス指標（個人）    

令和７年４月１日現在 

（１）登録率（市内登録者数÷人口×100） 

                           50,117 人÷ 54,037 人× 100≒ 92.75％ 

 

（２）人口１人当たりの貸出点数（貸出点数÷人口） 

※貸出点数はＡＶ資料や雑誌を含む。 

      ［貸出密度］     267,253 点÷ 54,037 人≒  4.95 点 

 

（３）登録者１人当たりの貸出点数（貸出点数÷登録者数） 

      ［実質貸出密度］    267,253 点÷ 58,091 人≒  4.60 点 

 

（４）蔵書回転率（貸出点数÷蔵書点数） 

※蔵書点数は雑誌を含む。 

                           267,253 点÷ 224,916 点≒  1.20 回 

 

（５）人口１人当たりの蔵書点数（蔵書点数÷人口） 

※蔵書点数は雑誌を含む。 

                           224,916 点÷ 54,037 人≒ 4.16 点 

 

（６）人口１人当たりの資料費（資料費÷人口） 

                        12,682,000 円÷ 54,037 人≒  234.69 円 



日高市民 所沢市民 飯能市民 狭山市民 入間市民 計(人)

日高図書館 8 62 14 12 96

所沢図書館 13 9 130 94 246

飯能図書館 207 86 100 289 682

狭山図書館 24 60 14 90 188

入間図書館 13 217 111 215 556

計 257 371 196 459 485 1,768

日高市民 所沢市民 飯能市民 狭山市民 入間市民 計(人)

日高図書館 88 6,882 350 682 8,002

所沢図書館 159 790 7,967 4,869 13,785

飯能図書館 7,288 736 1,100 5,025 14,149

狭山図書館 578 7,246 1,414 10,729 19,967

入間図書館 217 11,964 6,007 9,634 27,822

計 8,242 20,034 15,093 19,051 21,305 83,725

日高市民 所沢市民 飯能市民 狭山市民 入間市民 計(点)

日高図書館 図書 118 23,581 2,047 1,663 27,409

　　　 　　ＡＶ 91 1,769 129 252 2,241

所沢図書館 図書 375 1,573 22,926 12,113 36,987

　　　 　　ＡＶ 89 81 1,361 1,524 3,055

飯能図書館 図書 27,856 2,800 5,059 21,623 57,338

　　　 　　ＡＶ 541 43 139 638 1,361

狭山図書館 図書 1,453 15,381 2,946 25,540 45,320

　　　 　　ＡＶ 18 537 35 861 1,451

入間図書館 図書 601 41,704 19,074 30,956 92,335

　　　 　　ＡＶ 39 1,635 679 3,023 5,376

計　　 　　図書 30,285 60,003 47,174 60,988 60,939 259,389

　　　　　 ＡＶ 687 2,306 2,564 4,652 3,275 13,484

４－１０ 広域利用状況(埼玉県西部地域まちづくり協議会)    

（新規登録者数）

（延べ利用者数）

（貸出冊数）
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日高市民 川越市民 坂戸市民 鶴ヶ島市民 川島町民 毛呂山町民 越生町民 計(人)

日高図書館 20 19 8 0 10 2 59

川越図書館 20 65 112 27 12 3 239

坂戸図書館 15 53 135 17 24 6 250

鶴ヶ島図書館 88 249 218 4 12 3 574

川島図書館 0 56 4 7 0 0 67

毛呂山図書館 45 25 31 15 0 35 151

越生図書館 5 5 7 1 1 12 31

計 173 408 344 278 49 70 49 1,371

日高市民 川越市民 坂戸市民 鶴ヶ島市民 川島町民 毛呂山町民 越生町民 計(人)

日高図書館 741 1,315 574 12 409 251 3,302

川越図書館 571 2,346 6,776 580 125 24 10,422

坂戸図書館 209 2,837 7,249 284 480 108 11,167

鶴ヶ島図書館 5,242 16,497 17,616 309 527 161 40,352

川島図書館 0 1,080 192 110 0 0 1,382

毛呂山図書館 1,851 1,090 3,243 1,281 22 3,000 10,487

越生図書館 57 50 140 176 23 253 699

計 7,930 22,295 24,852 16,166 1,230 1,794 3,544 77,811

日高市民 川越市民 坂戸市民 鶴ヶ島市民 川島町民 毛呂山町民 越生町民 計(冊)

日高図書館 3,586 4,028 1,383 26 1,697 720 11,440

川越図書館 1,629 5,181 17,254 1,331 405 101 25,901

坂戸図書館 827 7,549 20,692 868 1,672 308 31,916

鶴ヶ島図書館 19,947 62,512 59,281 1,362 2,156 423 145,681

川島図書館 0 5,333 644 340 0 0 6,317

毛呂山図書館 9,341 3,282 14,682 4,730 114 12,800 44,949

越生図書館 212 243 547 871 68 1,133 3,074

計 31,956 82,505 84,363 45,270 3,769 7,063 14,352 269,278

４－１１　広域利用状況（川越都市圏）   

（新規登録者数）

（利用者数）

（貸出冊数）
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４－１２ 貸出ベスト 
 

（１）一般書 

順位 書   名 著 者 名 
所蔵 

冊数 
回数 

１ 一夜（隠蔽捜査10） 今野 敏 ３ ５９ 

２ 汝、星のごとく 凪良 ゆう ３ ５３ 

３ 風に立つ 柚月 裕子 ２ ５１ 

４ 
５２ヘルツのクジラたち 町田 そのこ ３ ４６ 

山の上の家事学校 近藤 史恵 ２ ４６ 

６ 成瀬は天下を取りにいく 宮島 未奈 ２ ４５ 

７ クレヨンしんちゃん12（双葉文庫） 臼井 儀人 ３ ４４ 

８ 俺たちの箱根駅伝 上 池井戸 潤 ２ ４２ 

９ 

青爪不動（三島屋変調百物語九之続） 宮部  みゆき ２ ４１ 

ともぐい 河崎 秋子 ３ ４１ 

星を編む 凪良 ゆう ２ ４１ 

魔女と過ごした七日間(Seven days he

spent with the Laplace’s Witch) 
東野 圭吾 ２ ４１ 

 

 

（２）児童書 

順位 書   名 著 者 名 
所蔵 

冊数 
回数 

１ 11ぴきのねこ ふくろのなか 馬場 のぼる １０ １１６ 

２ はらぺこあおむし（改訂） エリック=カール ７ ８６ 

３ 11ぴきのねことへんなねこ 馬場 のぼる ７ ８５ 

４ 11ぴきのねこ 馬場 のぼる １１ ７６ 

５ 11ぴきのねこどろんこ 馬場 のぼる ５ ７０ 

６ コッケモーモー！ 
ジュリエット・ダラ

ス=コンテ 
１０ ６５ 

７ 

からすのパンやさん かこ さとし ７ ６３ 

11ぴきのねことあほうどり 馬場 のぼる ６ ６３ 

だるまさんと（かがくいひろしのファ

ーストブック３ 
かがくい ひろし ６ ６３ 

１０ 
だるまさんが（かがくいひろしのファ

ーストブック１ 
かがくい ひろし ７ ５９ 

 

※団体貸出は含まない。 
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５ 令和６年度図書館行事 
 

（１）おはなし会及び映画会 

 

４月 おはなしポケット ５回  ５３人 
金曜シネマ   １回    ９０人 

ホリデーシネマ １回    ６１人 

５月 おはなしポケット ６回  ５０人 金曜シネマ   １回    ８３人 

６月 おはなしポケット ５回  ５８人 
金曜シネマ   １回    ９５人 

ホリデーシネマ １回    ５４人 

７月 おはなしポケット ６回  ６８人 
金曜シネマ   １回    ８４人 

きっず★シネマ １回    ３１人 

８月 おはなしポケット ４回  ４９人 
終戦記念シネマ １回    ６９人 

金曜シネマ   １回    ２２人 

９月 おはなしポケット ５回  ２５人 
金曜シネマ   １回    ６４人 

ﾎﾘﾃﾞｰﾔﾝｸﾞｼﾈﾏ  １回    ２２人 

１０月 おはなしポケット ６回  ３５人 
金曜シネマ   １回    ５７人 

ホリデーシネマ １回    ４７人 

１１月 おはなしポケット ５回  ４１人 金曜シネマ   １回    ６１人 

１２月 おはなしポケット ５回  ３２人 
金曜シネマ   １回    ６０人 

きっず★シネマ １回    １８人 

１月 おはなしポケット ５回  ５０人 金曜シネマ   １回    ６５人 

２月 おはなしポケット ３回  ２８人 
金曜シネマ   １回    ３９人 

ホリデーシネマ １回    ２４人 

３月 おはなしポケット ５回  ７０人 
金曜シネマ   １回    ８６人 

きっず★シネマ １回    １９人 

合計 おはなしポケット６０回 ５５９人 映画会    ２１回 １，１５１人 
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（２）その他の行事 

月日 内         容 参加人数 

４／２８ 図書館あそびのひろば① ２６人 

５／１０ 子どもウィーク関連おはなし会「キャンドルナイトおはなし会」 ６１人 

６／９ 大人のためのお金の教室「一生困らない資産形成セミナー」 ３６人 

６／９ キッズのためのお金の教室「おみせやさんごっこ」 ４７人 

６／１６ 図書館あそびのひろば② ３６人 

６／３０ SDGs 関連講座「土壌について学ぼう～土壌と私たちとのつながり」 ２５人 

８／４ 「図書館ビブリオバトル 2024 夏の陣」 ３８人 

８／５ かがくあそび「サイフォンのふしぎ～おしっこ鳥」 ２３人 

８／１８ 図書館あそびのひろば③ ２１人 

８／２１ こわいおはなし会 １０１人 

８／２５ 「東京大学 CAST・サイエンスショー」 ８０人 

９／１ 「自分と大切な人を守るための防災講座～すぐに役立つ、目からウ

ロコの防災話」 

２５人 

１０／２０ 図書館あそびのひろば④ ４７人 

１０／２６ 企画展関連講座「図書館で星見会～宮沢賢治の星巡りと天体観測」 ４２人 

１１／１０ 企画展講演会 

「宮沢賢治作品を楽しもう！～豊かさ・深さ・不思議さ」 

３６人 

１１／１７ 企画展関連おはなし会 

「イーハトーブのおはなし会～宮沢賢治と星・石・もの～ 

３２人 

１２／７ 郷土作家講演会「書いて暮らすということ」 ２４人 

１２／１５ 「図書館ビブリオバトル 2024 冬の陣」 ３９人 

１２／１５ 図書館あそびのひろば⑤ ４２人 

１２／２２ うた・チェロ・ピアノのクリスマスコンサート ８０人 

１２／２７ 年末謝恩福引大会 １００人 

１／１６ 健幸ポイント関連講座「みそだまをつくろう！」 ２３人 

２／１６ 図書館あそびのひろば⑥ ３１人 

３／２ 図書館まつり 

「ボードゲームをたのしもう」「布絵本と布のおもちゃであそぼう

（ポコ・ア・ポコ）」「バルーンアートであそぼう（中村英樹さ

ん）」「鉄道模型の世界へようこそ（日高鉄道模型クラブ）」「雑

誌のリサイクル」「おはなし会（日高もくせいの会）」「かわせみ

カフェ（かわせみ）」「図書館でくじ引き！」 

１,９５０人 

３／７ 「図書館ビブリオバトル 2025 大人の陣」 １７人 
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月日 内         容 参加人数 

３／８ 「図書館で星見会～春の星の天体観測」 ※降雪のため中止 － 

３／１１ 大人のためのおはなし会 ３２人 

期間開催   

4月～3月 ビブリオトーク会（６回） ４８人 

7/19～8/25 児童向け調べる広場「百科事典で調べよう」 ６０人 

11/26～2/2 「ブックカバーフェア」  １４７人 

12/3～１/7 「冬のおたのしみクイズラリー」 ※児童向け １８７人 

計  ３,４５６人 

 

（３）事業等 

○団体サービス事業（５９回、６，８９７人） 
・ブックトーク 

小学校３年生、義務教育学校３年生への読書指導 

１２クラス ３４５人 回数６回 職員派遣 

中学校１～３年生、義務教育学校７～９年生への読書指導 

１３クラス ４３５人 回数９回 職員派遣 

・おはなし会(絵本､おはなし等)  

小学校、義務教育学校前期課程 ２２０クラス ６，０３７人 回数４２回 

幼稚園 ８０人 回数２回  

職員及びおはなしポケットボランティア派遣 

 

○ボランティア育成事業（１０４回） 
・読み聞かせボランティア 絵本の会・・・１２回 

参加者：初級読み聞かせボランティア講座受講者 １０人 

内 容：定番の絵本を読みあい、絵本について学び、評価し、おすすめの絵本

リストを作成 

・図書館おはなしポケットボランティア・・・２６回  

参加者：おはなしポケットボランティア １４人 

内 容：読み聞かせ、ストーリーテリングの練習 事業協力等 

・布の絵本ボランティア・・・４２回 

参加者：ポコ・ア・ポコ ８人 

内 容：貸出用布絵本の製作他 

・消しゴムはんこボランティア ・・・２４回 

参加者：ぺったんこ工房 ８人 

内 容：読書手帳、年末福引、ブックカバーフェア景品作成他 

 

○テーマ展示 
児童展示 … 話題の事柄や季節、行事に因んだ本の展示（随時） 

一般展示 … 各種文学賞、時事テーマ等（随時） 

Ｙ ・ Ａ
ヤング・アダルト

展示 … はりねずみの本棚にＹ・Ａ向け本のテーマ展示 

一箱本棚展示 … 中・高校の図書委員による選書を主にした、図書館職員と 

一般利用者等によるテーマ展示 
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○謝恩企画 

・年末 福引き大会 １２月２７日（金） 先着１００人 三角くじ 

・年始 貸出し福袋  １月 ４日（土）～３１日（金） 

 

○その他 
・セカンドブック事業（市内小学校、義務教育学校１年生対象） 

本の引き換え １８０件 

 



（１） 教　材　利　用　状　況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） 機　材　利　用　状　況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 1 2 0 1 2 0 1 1

68 25 28

※プロジェクターは平成19年度寄贈。使用は館内のみ。

44 22 22 209

１６ ミ リ フ ィ ル ム

1

0

10

スライド 映 写 機 0

O  　　H  　　P 0

暗              幕

合　　　　　　計

ス  ク  リ  ー  ン

合   計

１６ ミ リ 映 写 機 9

プロジェクター 0

291

1 3 1 1 2 7

82

2

2合             計

ビ デ オ テ ー プ

（１） 教　材

（２） 機　材　　

0

６－２　利用状況（令和６年度）

プロジェ
クター

１６ミリ
映写機

合   計

６　視聴覚ライブラリー利用状況

アニメ 劇 教育 社会

６－１　教材・機材の保有数（令和６年度末）

ビデオ 合計
１ ６ ミ リ フ ィ ル ム

その他交通安全

スライド
映写機

OHP
スクリー
ン（布含

む）
暗幕

小計
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７ 条例・施行規則 

 

○日高市立図書館の設置及び管理等に関する条例 

昭和 56 年 12 月 18 日条例第 19 号 

〔注〕平成 16 年から改正経過を注記した。 

改正 

昭和 63 年 12 月 13 日条例第 19 号 

平成４年３月６日条例第７号 

平成 16 年３月 26 日条例第 10 号 

平成 24 年３月 23 日条例第９号 

平成 28 年３月 29 日条例第 28 号 

日高市立図書館の設置及び管理等に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、図書館の設置及び管理等に関して、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（設置） 

第２条 図書館法（昭和 25 年法律第 118 号。以下「法」という。）第 10 条の規

定に基づき、日高市立図書館（以下「図書館」という。）を設置する。 

２ 図書館に必要があるときは、分館及び分室を置くことができる。 

（名称及び位置） 

第３条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

日高市立図書館 日高市大字鹿山 370 番地 20 

 

（管理） 

第４条 図書館は、教育委員会が管理する。 

（職員） 

第５条 図書館に館長、主事その他必要な職員を置く。 

２ 図書館に、副館長を置くことができる。 

（図書館協議会） 

第６条 法第 14 条第１項の規定に基づき、図書館に日高市立図書館協議会（以下

「協議会」という。）を置く。 

一部改正〔平成 24 年条例９号・28 年 28 号〕 

第６条の２ 協議会は、委員 10 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(１) 学校教育及び社会教育の関係者 

(２) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(３) 学識経験を有する者 

(４) 市民 
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３ 教育委員会は、前項第４号に掲げる者のうちから委員を委嘱する場合は、公

募するものとする。 

４ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合におけ

る補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

追加〔平成 28 年条例 28 号〕 

第６条の３ 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その

説明若しくは意見を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。 

追加〔平成 28 年条例 28 号〕 

（目的外使用許可） 

第７条 教育委員会は、図書館の用途又は目的を妨げない限度において、次に掲

げる施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の使用を許可することがで

きる。 

(１) 視聴覚室 

(２) 会議室 

(３) 研修室 

(４) 附属設備 

２ 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなけ

ればならない。 

３ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしては

ならない。 

(１) 図書館の管理上支障があると認められるとき。 

(２) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。 

(３) 営利を目的とするもの又はこれに類するものと認められるとき。 

(４) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。 

４ 教育委員会は、第２項の許可をする場合において、必要があるときは、その

使用について条件を付することができる。 

追加〔平成 16 年条例 10 号〕 

（使用の制限等） 

第８条 前条第２項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、その許可

を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは

転貸してはならない。 

追加〔平成 16 年条例 10 号〕 

（目的外使用許可の取消し等） 

第９条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第７条

第２項の許可を取り消し、又はその使用を停止し、若しくは制限することがで

きる。 

(１) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(２) 第７条第４項の規定により付された条件に違反したとき。 

(３) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。 

追加〔平成 16 年条例 10 号〕 
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（使用料） 

第 10 条 使用者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。 

２ 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責任でない理由により使用

できないときは、この限りでない。 

追加〔平成 16 年条例 10 号〕 

（使用料の減免） 

第 11 条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、前条第

１項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

追加〔平成 16 年条例 10 号〕 

（原状回復） 

第 12 条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、速やかに当該施設等を現状に

復さなければならない。第９条の規定により許可の取消し又は使用の停止の処

分を受けたときも、同様とする。 

追加〔平成 16 年条例 10 号〕 

（損害賠償） 

第 13 条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又は

その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があ

ると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。 

追加〔平成 16 年条例 10 号〕 

（委任） 

第 14 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教

育委員会規則で定める。 

一部改正〔平成 16 年条例 10 号〕 

附 則 

この条例は、昭和 57 年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 63 年 12 月 13 日条例第 19 号） 

この条例の施行期日は、規則で定める。（平成元年教委規則第６号で、同年

８月 12 日から施行） 

附 則（平成４年３月６日条例第７号） 

この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成 16 年３月 26 日条例第 10 号） 

この条例は、平成 16 年５月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年３月 23 日条例第９号） 

この条例は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年３月 29 日条例第 28 号） 

この条例は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

https://www3.e-reikinet.jp/hidaka/d1w_reiki/356901010019000000MH/356901010019000000MH/356901010019000000MH_j.html#JUMP_SEQ_95
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別表（第 10 条関係） 

施設等の名称 使用料 備考 

視聴覚室 １時間につき 800 円    

会議室 １時間につき 300 円    

研修室 １時間につき 500 円    

附属設備 ピアノ １回につき 1,000 円 調律料を除く。 

音響設備 １回につき 1,000 円 視聴覚室に備付

けのものに限

る。 

 

追加〔平成 16 年条例 10 号〕 
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○日高市立図書館の設置及び管理等に関する条例施行規則 

昭和 57 年１月 21 日教委規則第２号 

改正 

昭和 58 年３月 29 日教委規則第１号 

昭和 60 年３月 23 日教委規則第６号 

平成元年４月１日教委規則第１号 

平成４年３月 30 日教委規則第 10 号 

平成 11 年１月 29 日教委規則第１号 

平成 16 年３月 26 日教委規則第１号 

平成 17 年３月 31 日教委規則第２号 

平成 17 年６月２日教委規則第４号 

平成 18 年 11 月 30 日教委規則第５号 

平成 19 年３月１日教委規則第４号 

平成 20 年３月 21 日教委規則第 12 号 

平成 21 年 12 月 22 日教委規則第３号 

平成 26 年４月 24 日教委規則第４号 

平成 28 年３月 25 日教委規則第６号 

平成 29 年２月１日教委規則第２号 

平成 30 年 12 月 28 日教委規則第２号 

平成 31 年３月 20 日教委規則第３号 

令和２年３月 23 日教委規則第４号 

令和４年３月 23 日教委規則第２号 

令和４年５月 31 日教委規則第６号 

令和４年９月５日教委規則第７号 

日高市立図書館の設置及び管理等に関する条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、日高市立図書館の設置及び管理等に関する条例（昭和 56 年

条例第 19 号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めること

を目的とする。 

（休館日） 

第２条 日高市立図書館（以下「図書館」という。）の休館日は、次のとおりと

する。 

(１) 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日 

(２) 館内整理日（毎月最終月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和

23 年法律第 178 号）に規定する休日に当たるときは、その翌日）をいう。） 

(３) 特別整理期間（毎年１回、連続する９日以内で館長が定める期間をいう。） 

２ 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めるときは、臨時に

休館し、又は休館日に開館することができる。 

（開館時間） 

第３条 図書館の開館時間は、午前９時から午後７時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、館長が必要があると認めるときは、図書館の開館

時間を変更することができる。 
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（目的外使用の時間） 

第４条 前条の規定にかかわらず、条例第７条第１項の施設等を同条第２項の許

可を受けた者が使用することのできる時間は、午前９時から午後９時 30 分まで

とする。 

（利用の制限） 

第５条 この規則又は館長の指示に従わないものに対して、館長は図書館資料及

び施設の利用を禁止することができる。 

（損害の弁償） 

第６条 図書館資料又は施設若しくは備品を故意又は過失により亡失し、又は損

傷した者は、図書館指定の資料を代納するか、又は相当の代価を弁償しなけれ

ばならない。 

（館内利用） 

第７条 館内において、図書館資料を利用しようとする者は、所定の場所で利用

しなければならない。 

（個人貸出し） 

第８条 図書の館外利用をすることができる者は、次に掲げる者とする。ただし、

特別の理由により館長が許可した場合は、この限りでない。 

(１) 市内に住所を有する者、市内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は

市内の学校に在学する者。 

(２) 市と公立図書館の相互利用に関する協定を締結している地方公共団体の

区域内の住民等で、当該協定により利用できることとされているもの。 

（登録の手続等） 

第９条 図書の館外利用をしようとする者は、前条に規定する要件を有すること

を確認できる書類（以下「本人確認書類」という。）を提示するとともに、図

書館外利用申込書（様式第１号）により館長に申し込み、館外利用の登録（以

下「登録」という。）を受けなければならない。ただし、館長が特に認めた場

合は、本人確認書類の提示を要しない。 

２ 館長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認の上、適

当と認めた者について登録を行うものとし、登録をした者に対し、図書貸出券

（様式第２号。以下「貸出券」という。）を交付するものとする。 

３ 登録の有効期間は、登録の日から起算して３年とする。 

（登録の更新手続等） 

第 10 条 前条第３項に規定する登録の有効期間の満了の日（以下「登録満了日」

という。）以後引き続き図書の館外利用をしようとする者は、貸出券及び本人

確認書類を提示するとともに、館長に申し出て、登録の更新を受けなければな

らない。 

２ 館長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を確認の上、適当

と認めた者について登録の更新を行うものとする。 

３ 第１項の規定により登録の更新を受けた者は、前条第１項の規定により登録

を受けた者とみなす。この場合において、同条第３項中「登録の日」とあるの

は「次条第１項の規定により登録の更新を受けた日（当該日が同項に規定する

登録満了日前にあっては登録満了日の翌日）」と読み替えるものとする。 
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（変更届出等） 

第 11 条 第９条第２項の規定による登録を受けた者（以下「登録者」という。）

は、登録を受けた内容に変更が生じたとき、又は貸出券を亡失したときは、速

やかにその旨を館長に届け出なければならない。 

２ 館長は、登録者が虚偽の登録を行い、又は貸出券を他人に譲渡し、貸与する

等不正な行為をしたときは、一定の期間図書の館外利用を停止し、又は登録を

取り消すことができる。 

３ 館長は、登録者が登録満了日以後相当期間を経過しても、前条第１項の規定

による登録の更新を受けないときは、登録を取り消すことができる。 

（個人貸出しの貸出手続等） 

第 12 条 図書の館外利用をしようとする者は、図書に貸出券を添えて提出するも

のとする。 

２ 同時に館外利用できる図書は、20 冊以内とし、貸出期間は 15 日以内とする。

ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

３ 館長は、前項に規定する貸出期間を経過した後、当該図書を返納しない者に

対し、一定の期間貸出しを停止し、又はその者の登録を取り消すことができる。 

（団体貸出し） 

第 13 条 図書の団体館外利用をすることができる団体は、市内の事業所、機関そ

の他の団体で館長が適当と認めたものとする。 

（団体登録の手続等） 

第 14 条 図書の団体館外利用をしようとする団体は、市内に事業所又は事務所を

有することを確認できる書類を提示するとともに、団体貸出利用申込書（様式

第３号）により館長に申し込み、団体館外利用の登録（以下「団体登録」とい

う。）を受けなければならない。 

２ 館長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、団体

登録の可否を決定するとともに、団体登録をした団体に対し、図書貸出券（団

体）（様式第４号。以下「団体貸出券」という。）を交付するものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、団体貸出しの取扱いについては、第 11 条の規定を

準用する。 

（団体貸出しの貸出手続等） 

第 15 条 同時に館外利用できる図書は、１団体 50 冊以内とし、貸出期間は 30 日

以内とする。ただし、特別の理由により館長が許可した場合は、この限りでな

い。 

２ 前項に規定するもののほか、団体館外利用の図書の貸出手続等については、

第 12 条第１項及び第３項の規定を準用する。 

（移動図書館） 

第 16 条 市内を巡回して図書の貸出し等を行うため、移動図書館を設ける。 

（移動図書館の貸出手続等） 

第 17 条 同時に利用できる移動図書館の図書は 15 冊以内とし、貸出期間は次の

巡回日までとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

２ 前項に規定するもののほか、移動図書館の図書の貸出手続等については、第

12 条第１項及び第３項の規定を準用する。 
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（館外利用の禁止） 

第 18 条 郷土資料、辞典、貴重図書その他館長が館外利用を不適当と認めたもの

については、館外利用を禁止することができる。 

（視聴覚資料の貸出し） 

第 19 条 視聴覚資料の利用をすることができる者は、登録を受けた者とする。 

２ 同時に館外利用できる視聴覚資料は、２点以内とし、貸出期間は 15 日以内と

する。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

３ 前項に規定するもののほか、視聴覚資料の貸出手続等については、第 12 条第

１項及び第３項の規定を準用する。 

（対面朗読） 

第20条 視覚障害者及びその他の障害者で館長が必要と認めた者に対して対面朗

読を行う。 

２ 対面朗読を利用しようとする者は、あらかじめ希望する日を館長に申し出な

ければならない。 

（視覚障害者用録音テープの貸出し） 

第 21 条 視覚障害者に対する視覚障害者用録音テープ（以下「録音テープ」とい

う。）の館外利用は、郵送によることができる。 

２ 同時に館外利用できる録音テープは、４巻以内とし、貸出期間は 30 日以内と

する。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

（所掌事務） 

第 22 条 図書館の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

(１) 公印の保管に関すること。 

(２) 文書の収受、発送及び保管に関すること。 

(３) 図書館の予算に関すること。 

(４) 図書館の施設及び設備の維持管理に関すること。 

(５) 日高市生涯学習センターの維持管理（他の所管に属する部分を除く。）

に関すること。 

(６) 図書館協議会に関すること。 

(７) 関係機関、団体等との連絡調整に関すること。 

(８) 児童資料・一般資料及び基本的参考資料の収集・整理・利用に関するこ

と。 

(９) 地域資料（郷土資料・行政資料）の収集・整理・利用に関すること。 

(10) 読書案内・読書相談及び調査研究に対する援助に関すること。 

(11) 集会行事（おはなし会・講座等）の開催及び展示会に関すること。 

(12) 図書館資料の図書館相互貸借に関すること。 

(13) 配本に関すること。 

(14) 読書の普及・奨励及び関係諸機関との連携に関すること。 

(15) 市史編さん資料の保存・活用に関すること。 

(16) その他図書館奉仕に関すること。 

（職制） 
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第 23 条 図書館に次の表の左欄に掲げる職を置き、その基本的な職務はそれぞれ

同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、館長以外の職について教育委員会

が組織上その職を置く必要がないと認めた場合は、この限りでない。 

 

 

     職 職務 

館長 １１ 上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監

督する。 

２２ 図書館の事務を円滑かつ効率的に執行するため、所属職員の

事務分担を定める。 

主査 １１ 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 

２２ 館長を補佐するとともに、事務の円滑な執行を推進するた

め、担当職員を監督する。 

主任 上司の命を受け、困難な事務に従事する。 

主事その他必要な職 上司の命を受け、事務に従事する。 

司書 上司の命を受け、主として図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）

第４条第２項に定める事務に従事する。 

業務員 上司の命を受け、業務に従事する。 

第 24 条 前条に定めるもののほか、必要に応じて図書館に次の表の左欄に掲げる

職を置き、その基本的な職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

    職    職務 

社会教育主事 上司の命を受け、主として社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号）

第９条の３第１項及び第２項に定める職務に従事する。 

（寄贈及び寄託） 

第 25 条 図書館に図書又は資料（以下「資料」という。）を寄贈あるいは寄託し

ようとする者は、住所、氏名、資料の種類、題名、員数及び価格を記入し、館

長に申し出るものとする。 

２ 前項の寄贈者又は寄託者に対しては、受領証又は預り証を交付する。 

（寄託資料） 

第 26 条 寄託を受けた資料は、図書館所蔵のものと同様に取り扱い、寄託者の要

求又は図書館の都合により返却するものとする。 

２ 不慮の事故により寄託を受けた資料の損傷又は滅失に対しては、図書館はそ

の補償の責めを負わない。 

（図書館協議会） 

第 27 条 条例第６条の日高市立図書館協議会（以下「協議会」という。）に委員

長を置き、委員の互選とする。 

２ 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した

委員が、その職務を代理する。 

（会議） 
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第 28 条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（使用手続） 

第 29 条 条例第７条第２項の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、日高市立図書館目的外使用許可申請書（様式第５号）を教育長に提出しな

ければならない。 

２ 教育長は、条例第７条第２項の許可をしたときは、日高市立図書館目的外使

用許可書（様式第６号）を申請者に交付するものとする。 

（使用料の減免基準） 

第 30 条 条例第 11 条の規定による使用料の減免の基準は、日高市公の施設に係

る使用料等の減額及び免除の基準に関する規則（令和４年規則第 12 号）別表の

減免基準のほか、同規則第３条第３項の規定により定める次の基準による。 

区分 基準 

公益的な活動又は社会貢献活動を主たる目的とする団体（教

育長の認定を受けているものに限る。）が当該活動のために

使用するとき 

全額免除 

２ 前項の表左欄の認定に関し必要な事項は、別に定める。 

３ 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、前条第１項の日高市立図書館

目的外使用許可申請書を提出する際、当該申請書の特記事項欄にその旨を記載

することにより、教育長に減額又は免除の申請をしなければならない。 

４ 教育長は、前項の減額又は免除の申請を受けたときは、その内容を審査し、

その可否を決定し、日高市立図書館目的外使用許可書に記載することにより、

申請者に通知するものとする。 

（委任） 

第 31 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。 

附 則 

この規則は、昭和 57 年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 58 年３月 29 日教委規則第１号） 

この規則は、昭和 58 年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 60 年３月 23 日教委規則第６号） 

この規則は、昭和 60 年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年４月１日教委規則第１号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月 30 日教委規則第 10 号） 

１ この規則は、平成４年４月１日から施行する。ただし、第８条第４項を削る

改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の日高市立図書館の設置及び管理等に関する条例施行規則の規定によ

り交付された図書貸出券は、改正後の日高市立図書館の設置及び管理等に関す

る条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。 

附 則（平成 11 年１月 29 日教委規則第１号） 
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この規則は、平成 11 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 16 年３月 26 日教委規則第１号） 

この規則中第３条の改正規定は平成 16 年４月１日から、その他の改正規定は

平成 16 年５月１日から施行する。 

附 則（平成 17 年３月 31 日教委規則第２号） 

この規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 17 年６月２日教委規則第４号） 

改正 

平成 20 年３月 21 日教委規則第 12 号 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 17 年 10 月１日から施行する。 

（登録の手続等に関する経過規定） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の第８条第１項の規定により平成 14 年 10

月１日以後に貸出券の交付を受けている者は、改正後の第９条第１項の規定に

より登録を受けた者とみなす。この場合において、その登録の有効期間は、改

正前の第８条第１項の規定により貸出券の交付を受けた日から起算して３年と

する。 

３ 改正前の第８条第１項の規定により平成 14 年９月 30 日以前に貸出券の交付

を受けている者が館長が定める相当期間内に改正後の第９条第１項の規定によ

り登録を受けようとするときは、改正後の第 10 条の規定による登録の更新の手

続によることができる。 

附 則（平成 18 年 11 月 30 日教委規則第５号） 

この規則は、平成 19 年１月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月１日教委規則第４号） 

この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 20 年３月 21 日教委規則第 12 号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 20 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の日高市立図書館の設置及び管理等に関する条例施行規則に定める様

式は、当分の間、使用することができる。 

（日高市立図書館の設置及び管理等に関する条例施行規則の一部を改正する規

則の一部改正） 

３ 日高市立図書館の設置及び管理等に関する条例施行規則の一部を改正する規

則（平成 17 年教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「改正後の第８条第１項」を「改正後の第９条第１項」に改め、

附則第３項中「改正後の第８条第１項」を「改正後の第９条第１項」に、「第

８条の２」を「第 10 条」に改める。 

附 則（平成 21 年 12 月 22 日教委規則第３号） 

この規則は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 26 年４月 24 日教委規則第４号） 

この規則は、平成 26 年５月１日から施行する。 
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附 則（平成 28 年３月 25 日教委規則第６号） 

この規則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 29 年２月１日教委規則第２号） 

この規則は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年 12 月 28 日教委規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 31 年３月 20 日教委規則第３号） 

１ この規則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

２ 改正前の日高市立図書館の設置及び管理等に関する条例施行規則に定める様

式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則（令和２年３月 23 日教委規則第４号） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第２号及び様式第４号

による図書貸出券は、改正後の様式第２号及び様式第４号による図書貸出券と

みなす。 

附 則（令和４年３月23日教委規則第２号） 

この規則は、令和４年10月１日から施行する。 

附 則（令和４年５月31日教委規則第６号） 

改正 

令和４年９月５日教委規則第７号 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年９月５日教委規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第９条関係） 

    
 フ リ ガ ナ  登 録 番 号  

 氏 名          ○  
 電 話  （  ） 年 齢 歳   

 

住 所 

〒 
館コ
ード 

地  区
コ ー ド 

 

           

  住 所 コ ー ド  

       

 連  絡  先

(市外居住者) 

 登 録 年 月 日  

 電話  （  ）   年

 

 

月

 

 

日 

  月  

 図書館外利用申込書（一般）              日高市立図書館  

 

    
 フ リ ガ ナ  登 録 番 号  

 な ま え          ○  

 で ん わ  （  ） ねんれい 
さ
い 

  

 

じゅうしょ 

〒 
館コ
ード 

地  区
コ ー ド 

 

           

  住 所 コ ー ド  

       

 ほごしゃの      

な ま え 

 登 録 年 月 日  

    年

 

 

月

 

 

日 

  月  

 図書館外りようもうしこみしょ（じどう）     ひだかしりつとしょかん  
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様式第２号（第９条関係） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第14条関係） 

    
 フ リ ガ ナ  登 録 番 号  

 団 体 名          ○  
 
所 在 地 

 住 所 コ ー ド  

       

 
電 話     （  ） 

館コ
ード 

地  域
コ ー ド 

 

        

 
代表者氏名 

 登 録 年 月 日  

    年

 

 

月

 

 

日 

  月  

 代表者氏名  電 話  （  ）  

  団体貸出利用申込書                 日高市立図書館  

 

 

○ 資料
しりょう

をかりるときは、この券
けん

をおもちください。 

○ この券
けん

を他人
た に ん

にかしたり、ゆずったりしてはいけません。 

○ この券
けん

をなくしたとき、住所
じゅうしょ

、氏名
し め い

、電話番号
でんわばんごう

がかわったときは、 

すぐにお知
し

らせください。 

○３年
ねん

おきに、住所
じゅうしょ

、氏名
し め い

などを確認
かくにん

します。 

○この券
けん

を拾
ひろ

われた方
かた

は、お手数
て す う

ですがご連絡
れんらく

ください。 

 

〒350-1231 日高市大字鹿山370-20 ☎ 042（985）5121 

図書貸出券      日高市立図書館 
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様式第４号（第 14 条関係） 

 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 資料
しりょう

をかりるときは、この券
けん

をおもちください。 

○ この券
けん

を他人
た に ん

にかしたり、ゆずったりしてはいけません。 

○ この券
けん

をなくしたとき、住所
じゅうしょ

、氏名
し め い

、電話番号
でんわばんごう

がかわったときは、 

すぐにお知
し

らせください。 

○この券
けん

を拾
ひろ

われた方
かた

は、お手数
て す う

ですがご連絡
れんらく

ください。 

 

 

〒350-1231 日高市大字鹿山370-20 ☎ 042（985）5121 

図書貸出券（団体）  日高市立図書館 
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様式第５号（第29条関係） 

日高市立図書館目的外使用許可申請書 

年  月  日   

   （あて先）日高市教育委員会教育長 

申請者 住  所            

氏  名            

電話番号            

  次のとおり日高市立図書館の使用の許可を受けたいので、日高市立図書館の設置及び

管理等に関する条例第７条第２項の規定により申請します。 

使 用 日 年   月   日（   曜日） 使用人員 

使 用 目 的  人 

使用団体名 

 

 

責任者 住 所 

    氏 名          電話番号 

使 用 施 設 視聴覚室 会議室 研修室 

使 用 時 間 ：  ～  ： ：  ～  ： ：  ～  ： 

附 属 設 備 有・無 
内容 □ピアノ 

   □音響設備 

特 記 事 項  
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様式第６号（第29条関係） 

日高市立図書館目的外使用許可書 

年  月  日   

          様 

日高市教育委員会教育長        印   

  日高市立図書館の設置及び管理等に関する条例第７条第２項の規定により、次のとお

り使用を許可します。 

使 用 日 年   月   日（   曜日） 使用人員 

使 用 目 的  人 

使用団体名 

 

 

責任者 住 所 

    氏 名          電話番号 

使 用 施 設 視聴覚室 会議室 研修室 

使 用 時 間 ：  ～  ： ：  ～  ： ：  ～  ： 

附 属 設 備  

備 考  

 注１ 使用料は還付できませんのでご注意ください。 

  ２ 使用する当日にこの許可書をご持参ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「日高市マスコットキャラクター くりっかー・くりっぴー」 
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